
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　ことを特徴とする顧客動線集計装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、小売店の売上げを時間および商品分類にしたがって自動的に集計する装置に関
する。本発明は、小売店のフロアを売れ筋の商品に対して有効に利用し、その店舗の売上
を大きくするための支援装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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特定の顧客の動きをビデオカメラでトレースして、当該顧客の店舗内の動向から、当該
顧客が商品陳列棚のあらかじめ区分された領域に接近して立ち止まったときには、この接
近して立ち止まったことを陳列棚ごとの接近立ち止まりとして計数集計する手段を備え、

店舗のレイアウトと共に店舗内での顧客の動線を出力表示し、陳列棚ごとの前記計数集
計された顧客の接近立ち止まりの回数を表示して、顧客の動線集計表示を行う顧客動線集
計表示装置であり、

前記接近立ち止まりを計数集計する手段は、商品分類に基づいて同一の商品分類に属す
る商品について複数の陳列棚に配置された商品についての同一顧客の複数回の接近立ち止
まりを当該商品分類の商品に対する１回の接近立ち止まりとして計数集計する手段である



小売店での顧客の動きを計数把握しての売場レイアウト設計、商品陳列棚の配置、商品陳
列棚での商品の配置に役立てようとする技術が知られている。この技術は、店舗の入口お
よび出口に通過する顧客の数を計数する通過センサを設け、来客中の顧客の時間ごとの人
数を自動的に記録するとともに、売場内にもセンサを配置して、通過する顧客の数を計数
記録して、売場内での顧客の動きを把握して売場のレイアウトに役立てようとするもので
ある。また、ビデオカメラなどを利用して顧客の店舗内での動きを監視し、店舗内での滞
在時間や動きを分析し、顧客の店舗内での動きにしたがって、売りたい商品を顧客の目に
つきやすいところに配置する、商品の配置を変更するなどの店舗内のレイアウト設計が行
われる。
【０００３】
このような店舗内の商品陳列棚配置に関する設計支援装置として、特開平５－３３４３８
１号公報、および特開平８－１６６９７４号公報に開示された装置が知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような顧客の店舗内での動きは、店舗内の商品陳列棚のレイアウトを表示し、その商
品陳列棚の間の通路に通過した顧客数に応じた太さの顧客動線を引き、また、通路には指
定した時間内に通過した顧客数を表示することによって把握する。また、商品陳列棚ごと
に、その商品陳列棚に接近し立ち止まった顧客数を計数し、これを当該商品陳列棚の商品
への興味（または関心）を示すものとし、当該商品陳列棚の商品への立ち寄り数として計
数する。
【０００５】
ところで、商品陳列棚に置かれる商品は、商品によって商品陳列棚に占める割合が変わっ
てくるし、また同類の商品がどのくらいあるかによって商品陳列棚での商品配置（配列）
も変わってくる。例えば、紙おむつのように嵩ばるものは広い商品陳列棚を占領する。ま
た同一の商品分類、例えば同一の商品カテゴリーに属する商品数が多いと、複数の商品陳
列棚にわたり配置される。逆に、薬品類のようにあまり嵩ばらない商品については一つの
商品陳列棚に多数の商品が配置される。
【０００６】
従来の顧客動線の計数記録は、商品陳列棚単位での計数記録であるため、上述のように複
数の商品陳列棚（長い商品陳列棚）に同類の商品（例えば同一の商品カテゴリーに属する
商品）が配置された場合、立ち寄り顧客数が、同じ分類の商品について複数回計数される
。結果として複数の商品陳列棚に同じ分類の商品がならぶと、立ち止まり回数で表される
顧客の関心が実際より大きく計数され、あまり精度の高いものとはいえなかった。
【０００７】
すなわち、単品の商品ごとではなく、住居用洗剤、衣料用洗剤というような商品カテゴリ
ーごとに顧客の動向を把握しようとする場合、従来の商品陳列棚ごとに立ち寄った顧客数
を計数記録するものでは、同一商品カテゴリーについて複数回計数することになり、商品
カテゴリーごとに顧客の動向を分析する場合には十分な精度のあるものではなかった。
【０００８】
本発明は、このような背景のもとに行われたものであって、顧客の商品陳列棚への立ち寄
り数を計数記録して顧客動向を分析する技術において、商品の分類単位での顧客立ち寄り
数を計数可能にしてより有用でかつ多面的に精度の高い分析を行えるようにすることを目
的とする。さらに本発明は、店舗内での顧客の動きをより的確に把握して顧客の動きに対
応した商品の配置、陳列を行うことで、適正な売り場スペースを設定し、顧客の購買頻度
の高い売り場を優先位置に配置して購入の機会を増大させ、売り場の利用密度を向上し、
購買客と商品との接触の機会を多くし、不効率な売り場スペースをなくし、総じて売上の
増大をはかるための装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の第一の特徴は、同一の商品分類の商品が複数の商品陳列棚に配置されている場合
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には、同一顧客の複数の商品陳列棚への立ち寄り数を同一商品分類については１回の立ち
寄り（陳列棚への接近立ち止まり）として計数することにある。これにより、複数の商品
陳列棚に同一分類の商品が配置されており、この同一の分類の商品に同一の顧客が複数回
立ち寄っても、これは一つの商品分類に対する関心であるとして、１回に計数するため、
商品分類単位で顧客の動向を把握分析する場合に、顧客の立ち寄り数を多く計数してしま
う問題はなくなる。
【００１０】
　すなわち本発明は、店舗内の商品陳列棚のあらかじめ区分された領域ごとに顧客がその
領域に接近し立ち止まったことを検出する手段と、この手段の検出出力をそれぞれ時間毎
に計数記録する手段とを備え、前記計数記録された顧客の動向を売場の陳列棚ごとに集計
して表示する手段とを備えた顧客動線集計装置 、商品分類に基づいて同一の商品
分類に属する商品についての同一顧客の複数回の接近立ち止まりを当該商品分類の商品に
対する１回の接近立ち止まりとして計数集計する手段を備えたことを特徴とする。
【００１１】
本発明のもう一つの観点は、汎用のパーソナルコンピュータなどの情報処理装置にインス
トールすることにより、このような顧客動線計数分析装置の各機能を実行することができ
るプログラムであり、プログラムが記録された機械読み取り可能な記録媒体であるいは通
信回線を経由することによって提供される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
実施例図面を参照して本発明をさらに詳しく説明する。図１は本発明実施例装置のシステ
ム構成図である。この図は、一つのスタンドアローンの情報処理装置１を用いて顧客動線
の集計分析を行う場合の例を示す。
【００１３】
分析作業者が操作する情報処理装置１は、記憶装置内に種々のデータベース２を備えた構
成であり、このデータベース２内のデータを処理することで、顧客動線集計分析を行う。
データベース２内のファイルとしては、商品分類データ、店内での陳列棚の配置データ、
客動線のデータのファイルなどが設けられており、情報処理装置１は、分析作業者の指示
によりこれらのファイルにアクセスして、顧客動向の分析を行う。
【００１４】
商品分類テーブルは、商品がツリー状の階層構造として分類されたテーブルである。この
商品分類は、商品分類のレベルとして、階層を「デパートメント」、「ゾーン」、「クラ
ス」、「カテゴリー」、「タイプ」の名を付与して、６層の構造となっている。このうち
、例えば、図２にその一部が示されるように、日用雑貨を「ゾーン」とし、そのうち、ハ
ウスホールドの名称が付与されたレベル（階層）を「クラス」とし、この「クラス」には
、「カテゴリー」として、「衣料用洗剤」、「仕上げ剤」、「台所用洗剤」、「台所用品
」、「レンジ用品」、「住居用洗剤」、「芳香剤・消臭剤・防汚剤」、「防虫剤・防湿剤
」、「殺虫剤」、「ローソク・マッチ類」が属するとする。さらに、「衣料用洗剤」は、
「重質粉末洗剤」、「重質液体洗剤」、「軽質洗剤」、「洗濯石鹸」、「その他衣料用洗
剤」の「タイプ」に分類され、この「タイプ」の下には、「ＸＸＸ１．２ｋｇ」のように
具体的な商品名が配置される。また、商品陳列棚の配置データとしては、店内での陳列棚
の配置図、また、どの陳列棚にどの商品分類の商品が配列されているかという、商品分類
データに対応した商品配置のデータをもっている。
【００１５】
次に表示画面例により本実施例の動作を説明する。
【００１６】
顧客動線の把握方法として、特定の顧客の動きをビデオカメラ等によって監視し、その動
きをトレースすることで、どの商品陳列棚に立ち寄ったか、どの商品を買ったか、どのよ
うな経路で店内を動いたかのデータを抽出する。この一人一人のサンプルについて、売場
のレイアウトに対応して商品陳列棚間の通路にその経路をトレースして顧客動線として記
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であって



入する。この作業は、情報処理装置１の表示画面に店内の売場のレイアウトを表示しなが
ら、対応する顧客（サンプル）の動きのデータに基づいて表示していく。多数のサンプル
の顧客の移動経路を記入していくと、顧客の通過量が大きい通路の客動線は顧客数にした
がって太くなっていく。また、商品陳列棚ごとに顧客の立ち寄りがあったか否かが計測さ
れているため、各商品陳列棚単位でサンプルの顧客が当該商品陳列棚に立ち寄ったか否か
の数を計数して、その累計を商品陳列棚ごとに記録する。
【００１７】
この客動線の表示例を図３に示す。この表示例は、商品陳列棚（１）～（１８）について
、配置している商品の商品カテゴリー名が記入され、商品陳列棚の間に実線で顧客動線を
直線で記入していく例である。
【００１８】
ここで、本実施例の特徴とするところは、顧客の立ち寄り数の計数において、例えば商品
陳列棚（１）～（３）は商品カテゴリーとしてヘアケア商品が陳列配置されている場合に
、サンプルの顧客が、商品陳列棚（１）に立ち寄り、次に商品陳列棚（２）に立ち寄り、
商品陳列棚（３）に立ち寄ったことが記録されているとき、従来は、これを３回の立ち寄
り数として計数するのに対して、同一の商品カテゴリーに対しては１回の立ち寄り数とし
て計数することにある。この概念図を図４に示す。図４（ａ）が本実施例の計数方法を示
し、図４（ｂ）は従来の立ち寄り数の計数方法を説明するものである。
【００１９】
このように、商品カテゴリー単位で立ち寄り数を計数するため、商品カテゴリー単位で顧
客の動向を把握しようとするときの計測、分析の精度が向上する。
【００２０】
修正前と修正後の立ち寄り数での集計状況の例を図５、図６に示す。
【００２１】
図５は、サンプルの顧客の商品陳列棚単位での立ち寄り数のデータと買い上げ回数のデー
タとを示すものであり、従来方式での立ち寄り数の計数である。図６は、売場単位、すな
わち商品カテゴリー単位での立ち寄り数と買い上げ回数のデータとを示すもので、本実施
例での計数を示す。
【００２２】
なお、本実施例の顧客動線集計分析装置は、汎用のパーソナルコンピュータなどの情報処
理装置にプログラムをインストールすることにより本実施例の顧客動線集計装置として動
作させることができるものであり、このようなプログラムは、プログラムが記録された機
械読み取り可能な記憶媒体や通信回線をを介することで提供される。
【００２３】
【発明の効果】
本発明は上述のように、顧客の商品に対する立ち寄り数の計数記録において、同一分類の
商品に複数回立ち寄っても、同一分類の商品に対しては１回の立ち寄りであると計数する
ため、同じ商品分類に対する顧客の興味（関心）を過剰に計数する事はなくなり、より的
確な顧客の立ち寄り数で、顧客の動向を把握できる。このため、より顧客の動向に適合す
る売場のレイアウト設計、商品陳列棚の商品の配置、陳列の設計を行うことができる。
【００２４】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施例装置のシステム構成の一例を示す図。
【図２】本発明実施例装置の商品分類の一例を説明する図。
【図３】本発明実施例の客動線を引いた売場のレイアウト表示例を示す図。
【図４】本発明実施例と従来例の同一商品カテゴリーの商品陳列棚の顧客の立ち寄り数の
計数を説明する図。
【図５】本発明実施例の集計結果の表示の一例（一部）。
【図６】本発明実施例の集計結果の表示の一例（一部）。
【符号の説明】
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１　情報処理装置
２　データベース

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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